
号

外

一�
平

成
二
十
九
年

十

月

四

日

目

次

規

則

○
岐
阜
か
か
み
が
は
ら
航
空
宇
宙
博
物
館
条
例
施
行
規
則

(

航
空
宇
宙
産
業
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
か
か
み
が
は
ら
航
空
宇
宙
博
物
館
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
十
四
号

岐
阜
か
か
み
が
は
ら
航
空
宇
宙
博
物
館
条
例
施
行
規
則

(

総
則)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
岐
阜
か
か
み
が
は
ら
航
空
宇
宙
博
物
館
条
例(

平
成
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例

第
三
十
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

使
用
の
許
可
等)

第
二
条

知
事
は
、
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
の
許
可(

以
下｢

使
用
許
可｣

と
い
う
。)

を
し
た
と
き
は
、
当
該
使
用
許
可
を
受
け
た
者
に
入
館
券
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
入
館
券
は
、
岐
阜
か
か
み
が
は
ら
航
空
宇
宙
博
物
館(

附
属
施
設
設
備
等
を
含
む
。
以
下

｢

博
物
館｣

と
い
う
。)

を
利
用
す
る
際
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

利
用
料
金
の
承
認)

第
三
条

指
定
管
理
者(

条
例
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

は
、
条
例
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
利
用
料
金
の
承
認
を
申
請
す
る
と
き
は
、
利
用
料

金
承
認
申
請
書(

別
記
第
一
号
様
式)

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

利
用
料
金
の
納
入)

第
四
条

利
用
料
金
は
、
利
用
の
時
ま
で
に
全
額
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

(

利
用
料
金
後
納
の
取
扱
い)

第
五
条

指
定
管
理
者
は
、
利
用
料
金
の
納
入
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
期
間
を

( ) 平成29年10月４日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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発
行

(
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日
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た
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翌
日)

平
成
二
十
九
年
十
月
四
日



定
め
て
、
利
用
料
金
後
納
の
取
扱
い(

利
用
料
金
を
使
用
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
指
定
管
理
者
が

指
定
す
る
期
日
ま
で
に
納
入
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
承
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
利
用
料
金
後
納
申
請
書(

別
記
第
二
号
様
式)

を
指
定

管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
利
用
料
金
を
同
項
に
規
定
す
る
期
日
ま
で
に
納

入
し
な
い
と
き
は
、
利
用
料
金
後
納
の
取
扱
い
を
停
止
し
、
又
は
当
該
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
る
。

(

利
用
料
金
の
返
還
又
は
減
免)

第
六
条

指
定
管
理
者
は
、
天
変
地
異
そ
の
他
使
用
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ

り
博
物
館
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
条
例
第
七
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
、
既
納
の
利
用
料
金
の
全
額
を
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
定
管
理
者

が
特
に
認
め
る
場
合
を
除
き
、
利
用
料
金
減
免
申
請
書(

別
記
第
三
号
様
式)

を
指
定
管
理
者
に
提

出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
減
免
を
承
認
し
た
と
き
は
、
利
用
料
金
減
免

承
認
書(

別
記
第
三
号
様
式)

に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

(

指
定
管
理
者
指
定
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
等)

第
七
条

条
例
第
十
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

定
款
、
寄
附
行
為
、
規
約
そ
の
他
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

二

法
人
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

三

納
税
証
明
書

四

申
請
を
行
う
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
収
支
予
算
書
、
直
近
事
業
年
度
の
事
業
報
告
書
及
び
直

近
五
事
業
年
度
の
財
務
諸
表
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
類

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類

(

指
定
管
理
者
の
届
出)

第
八
条

条
例
第
十
条
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
団
体
の
代
表
者
の
氏
名
と
す
る
。

(

準
用)

第
九
条

第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者

の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部(

条
例
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
の
収
受
を
含
む
場
合
に
限
る
。)

の
停
止
を
命
じ
た
場
合
等
で
、
知
事

が
臨
時
に
博
物
館
の
管
理
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
か
ら

第
六
条
ま
で
の
規
定
中｢

利
用
料
金｣

と
あ
る
の
は｢

使
用
料｣

と
、｢

指
定
管
理
者｣

と
あ
る
の

は｢

知
事｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(

委
任)

第
十
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
博
物
館
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に

定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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